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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月5日(2018.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　音出力チャンネルとして特定チャンネルを用いて、少なくとも第１音と第２音とを出力
可能な音出力手段と、
　特別報知を実行可能な特別報知実行手段とを備え、
　前記音出力手段は、第１状態において前記第１音を出力可能である一方、第２状態にお
いて前記第１音を出力せず、
　前記特別報知実行手段は、前記第２状態において前記音出力手段に前記第２音を出力さ
せる態様により前記特別報知を実行する一方、前記第１状態において前記音出力手段によ
る前記第２音の出力を含まない態様により前記特別報知を実行し、
　前記第１音として、前記有利状態に制御されることを予告する予告演出における演出音
を出力する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段１）本発明による遊技機は、遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば
、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であって、音出力チャンネル（例えば、ＡＭＭデ
コーダ７１４に設けられている８チャンネルの音声再生チャンネル）として特定チャンネ
ル（例えば、チャンネルＣｈ０）を用いて、少なくとも第１音（例えば、予告音）と第２
音（例えば、報知音）とを出力可能な音出力手段（例えば、スピーカ２７）と、特別報知
（例えば、左打ち報知）を実行可能な特別報知実行手段（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００におけるステップＳ８００３で左打ち報知の実行を決定したときに、ス
テップＳ８００４で左打ち報知に応じたプロセステーブルを選択してステップＳ８００６
，Ｓ８０２を実行する部分）とを備え、音出力手段は、第１状態（例えば、第１特別図柄
の変動表示）において第１音を出力可能である一方、第２状態において第１音を出力せず
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（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ６００１でＹのときス
テップＳ６００２で予告音ありの予告演出Ａを決定可能である一方、ステップＳ６００１
でＮのときステップＳ６００３で予告音なしの予告演出Ｂを決定可能である。図９参照。
）、特別報知実行手段は、第２状態において音出力手段に第２音を出力させる態様により
特別報知を実行する一方、第１状態において音出力手段による第２音の出力を含まない態
様により特別報知を実行し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステッ
プＳ６５０１でＮのときステップＳ６５０６で報知音ありの左打ち報知Ｂを決定する場合
がある一方、ステップＳ６５０１でＹのときステップＳ６５０４で報知音なしの左打ち報
知Ａを決定する場合がある。図９参照。）、前記第１音として、前記有利状態に制御され
ることを予告する予告演出における演出音（例えば、予告音）を出力する（例えば、演出
制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ６００２で予告演出Ａの実行を決定し
た場合には、図９（１－１）に示すように、予告音を出力する態様で予告演出Ａを実行す
る）ことを特徴とする。そのような構成によれば、音出力に違和感が生じることを防止し
、遊技に対する興趣が低下することを防止することができる。さらに、第１音として予告
演出における演出音を出力することにより、音出力による演出効果を向上させることがで
きる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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